
第

二

千

七

百

二

十

号

平

成

二

十

八

年

二

月

五

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税

の
税
率
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

税

務

課)

七
二
ペ
ー
ジ

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
(

学
校
支
援
課)

七
六

○
岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
(

同

)

七
六

告

示

○
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(
地
域
福
祉
国
保
課)

七
七

○
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更
の
届
出

(
同

)

七
七

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

七
八

○
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
を
担
当
さ
せ
る
居
宅
介
護
事
業
者
等

の
指
定

(

同

)

七
八

○
指
定
介
護
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)
七
九

○
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

八
〇

○
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
担
当
機
関
の
指
定

(

同

)

八
一

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

八
一

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

八
三

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

砂

防

課)

八
六

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

情
報
企
画
課)

八
六

○
公
共
測
量
の
終
了

(

用

地

課)

八
七

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所)

八
七

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

(

同

)

八
八

○
岐
阜
県
教
科
学
習
ウ
ェ
ブ
シ
ス
テ
ム
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
調
達
業
務
の

仕
様
書
案
に
対
す
る
意
見
招
請
に
関
す
る
公
告

(

学
校
支
援
課)

八
八
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翌
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平
成
二
十
八
年
二
月
五
日



規

則

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
号

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
税
率

の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
三
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

定
義)

第
二
条

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

(

事
業
税
の
不
均
一
課
税
の
申
請)

第
三
条

条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る

申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
岐
阜
県
税
条
例(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十

二
号
。
以
下｢

県
税
条
例｣

と
い
う
。)

第
四
十
六
条
に
定
め
る
申
告
期
限(

条
例
第
二
条
第
一
項

第
二
号
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
県
税
条
例
第
四
十
四
条
に
定
め
る
申
告
納
付

を
す
べ
き
期
間
又
は
期
限)

ま
で
に
、
事
業
税
の
課
税
地(

県
税
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
課
税
地

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
所
管
す
る
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

地
域
再
生
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号)

第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
活

力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画(

以
下｢

計
画｣

と
い
う
。)

の
認
定
に
係
る
申
請
書
類

及
び
認
定
通
知
書
の
写
し

二

認
定
を
受
け
た
計
画
の
実
施
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

三

事
業
所
全
体
の
平
面
図(

新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
設
備(

条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
取
得
部
分
を
明
記
し
た
も
の)

四

設
備
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

(

不
動
産
取
得
税
の
不
均
一
課
税
の
申
請)

第
四
条

条
例
第
三
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
申
請
書

に
前
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
不
動
産(

設
備
で
あ
る
家
屋
又
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土

地
を
い
う
。)

を
取
得
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
の
所
得
を
課
税
標
準
と
し
て
課
す
る
事

業
税
に
つ
い
て
の
県
税
条
例
第
四
十
六
条
に
定
め
る
申
告
期
限
又
は
県
税
条
例
第
四
十
四
条
に
定
め

る
申
告
納
付
を
す
べ
き
期
間
若
し
く
は
期
限
ま
で
に
、
当
該
不
動
産
取
得
税
の
課
税
地
を
所
管
す
る

県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
適
用
除
外)

第
五
条

条
例
第
三
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和

二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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教
育
委
員
会
規
則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中｢

使
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
前
三
十
日
ま
で
に｣

を
削
り
、
同
条
第
三
項

中｢

前
項
の
申
請
の｣

を｢

前
項
の
申
請
が｣

に
改
め
、｢

申
請
の
あ
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に｣

を

削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中｢

使
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
前
三
十
日
ま
で
に｣

を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

｢

前
項
の
申
請
の｣
を｢
前
項
の
申
請
が｣

に
改
め
、｢

申
請
の
あ
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に｣

を
削
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

稲
川
耳
鼻
咽
喉
科

大
垣
市
本
町
一
―
四
六

平
成
二
七
・
一
一
・

一

各
務
原
市
休
日
急
病
診
療

所

各
務
原
市
那
加
桜
町
二
―
一
六
三

各

務
原
市
総
合
福
祉
会
館
内

平
成
二
七
・
一
二
・

八

お
か
ざ
き
ま
り
こ
ク
リ
ニ

ッ
ク

多
治
見
市
幸
町
三
―
六
―
一

平
成
二
七
・
一
二
・
一
一

医
療
法
人

同
愛
会

西

濃
病
院

大
垣
市
大
外
羽
四
―
七

平
成
二
七
・
一
二
・
一
五

松

坂

薬

局

多
治
見
市
旭
ヶ
丘
八
―
二
九
―
四
五

同

大

垣

中

央

病

院

大
垣
市
見
取
町
四
―
二

平
成
二
八
・

一
・

一

水
野
皮
膚
科
医
院

多
治
見
市
昭
和
町
一
〇

同

村
上
医
院
耳
鼻
咽
喉
科

各
務
原
市
蘇
原
東
門
町
二
―
七
八

同

吉

田

内

科

大
垣
市
綾
野
五
―
二
九

同

勝

股

医

院

瑞
浪
市
稲
津
町
小
里
七
二
五
―
一

同

松
本
ク
リ
ニ
ッ
ク

土
岐
市
泉
梅
ノ
木
町
一
―
二
四

同

斎
藤
リ
ウ
マ
チ
科
内
科
整

形
外
科

本
巣
郡
北
方
町
栄
町
一
―
二
七

同

医
療
法
人
社
団

豊
栄
会

加
藤
歯
科
医
院

多
治
見
市
市
之
倉
町
二
―
三
〇
八
―
四

同

医
療
法
人

椎
の
木
歯
科

医
院

揖
斐
郡
池
田
町
池
野
一
八
六
―
一

同

あ

い

か

わ

薬

局

美
濃
加
茂
市
大
手
町
二
―
二
〇

同

株
式
会
社
中
部
メ
デ
ィ
カ

ル
サ
ー
ビ
ス

イ
マ
オ
薬

局

海
津
市
平
田
町
今
尾
七
九
九
―
六

同

平
成
調
剤
薬
局
そ
は
ら
店

各
務
原
市
蘇
原
青
雲
町
二
―
四
八

同

岐
阜
県
告
示
第
四
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰

国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

変

更

年

月

日

新

ま
る
み
は
な
の
木
薬

局

旧

有
限
会
社
ま
る
み
薬

局

中
津
川
市
淀
川
町
三
―
八

ア
ピ
タ
中

津
川
店
１
Ｆ

平
成
二
七
・
一
二
・

一
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岐
阜
県
告
示
第
四
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

医
療
法
人
社
団

康
誠
会

小
林
医
院

揖
斐
郡
大
野
町
瀬
古
二
三
二
番
地

平
成
二
七
・
一
二
・
三
一

稲
川
耳
鼻
咽
喉
科

大
垣
市
本
町
一
―
四
六

平
成
二
七
・
一
〇
・
三
一

谷

汲

調

剤

薬

局

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
名
礼
二
五
二
―

二

平
成
二
七
・
一
二
・
二
三

勝

野

歯

科

医

院

大
垣
市
鶴
見
町
六
二
六
―
一

平
成
二
七
・
一
二
・
一
九

岐
阜
県
告
示
第
四
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
等
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五

十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

指

定

年

月

日

有

限

会

社

薬

研

大
垣
市
領
家
町
二
―
七
四

一
―
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

お

お

い

調

剤

薬

局

岐
阜
県
大
垣
市
大
井
二
―

四
六

平
成
二
七
・

九
・

一

金

山

昌

旺

可
児
市
下
恵
土
六
一
〇
四

―
一

ラ
イ
ン
ビ
ル
三
〇

三

通
所
介
護

ア
リ
エ
ス
リ
ハ
ビ
リ
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
西
可
児

岐
阜
県
可
児
市
帷
子
新
町

二
―
六
六

平
成
二
七
・

九
・

一

社
会
福
祉
法
人

恵
北
福
祉
会

中
津
川
市
付
知
町
四
五
七

五
番
地
一

居
宅
介
護

支
援
事
業

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

恵
翔

苑

中
津
川
市
付
知
町
四
五
七

五
番
地
一

平
成
二
七
・
一
〇
・

一

社
会
福
祉
法
人

高
山
八
寿
会

高
山
市
久
々
野
町
久
々
野

一
二
〇
二
番
地

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

社
会
福
祉
法
人
高
山
八
寿
会

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
八
光
苑

高
山
市
久
々
野
町
久
々
野

一
二
〇
二
番
地

平
成
二
七
・
一
一
・
二
一

株

式

会

社

イ

シ

ヰ

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松
伏
町

築
比
地
七
九
五
―
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

イ
シ
イ
薬
局

関
ヶ
原
店

不
破
郡
関
ヶ
原
町
大
字
関

ヶ
原
三
一
〇
七
―
一
三

平
成
二
七
・
一
二
・

一



岐
阜
県
告
示
第
四
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
そ
の
名
称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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社
会
福
祉
法
人

清
心
会

大
垣
市
矢
道
町
一
丁
目
三

〇
三
番
地

短
期
入
所

生
活
介
護

養
老
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

養
老
郡
養
老
町
高
田
一
一

七
六

同

社
会
福
祉
法
人

清
心
会

大
垣
市
矢
道
町
一
丁
目
三

〇
三
番
地

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

養
老
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

養
老
郡
養
老
町
高
田
一
一

七
六

同

社
会
福
祉
法
人

さ
く
ら
福
祉

会

可
児
市
広
見
一
三
六
二

短
期
入
所

生
活
介
護

チ
ェ
リ
ー
ヴ
ィ
ラ
広
見
苑

シ

ョ
ー
ト
ス
テ
イ

可
児
市
広
見
一
三
六
二

同

社
会
福
祉
法
人

さ
く
ら
福
祉

会

可
児
市
広
見
一
三
六
二

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

チ
ェ
リ
ー
ヴ
ィ
ラ
広
見
苑

シ

ョ
ー
ト
ス
テ
イ

可
児
市
広
見
一
三
六
二

同

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

変

更

年

月

日

株
式
会
社
ケ
ア
ト
ピ
ッ
ク

高
山
市
新
宮
町
七
九
四
番

地

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

き

り
ん

新

高
山
市
新
宮
町
一
五

一
一
番
地
一

旧

高
山
市
新
宮
町
七
九

四
番
地

平
成
二
三
・
一
二
・
二
五

株
式
会
社
ケ
ア
ト
ピ
ッ
ク

高
山
市
新
宮
町
七
九
四
番

地

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

き

り
ん

新

高
山
市
新
宮
町
一
五

一
一
番
地
一

旧

高
山
市
新
宮
町
七
九

四
番
地

平
成
二
三
・
一
二
・
二
五

株
式
会
社
ケ
ア
ト
ピ
ッ
ク

高
山
市
新
宮
町
七
九
四
番

地

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

き

り
ん

新

岐
阜
県
高
山
市
大
新

町
四
丁
目
一
七
五
番

地

旧

高
山
市
新
宮
町
七
九

四
番
地

平
成
二
七
・

九
・

一



岐
阜
県
告
示
第
四
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の

三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
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株
式
会
社
ケ
ア
ト
ピ
ッ
ク

高
山
市
新
宮
町
七
九
四
番

地

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

き

り
ん

新

岐
阜
県
高
山
市
大
新

町
四
丁
目
一
七
五
番

地

旧

高
山
市
新
宮
町
七
九

四
番
地

平
成
二
七
・

九
・

一

株
式
会
社
ワ
カ
ミ
ヤ
商
会

新

大
垣
市
本
今
四
丁
目

二
六
―
一

旧

大
垣
市
高
橋
町
一
―

一
七

特
定
福
祉

用
具
販
売

ア
シ
ス
ト
ケ
ア

ワ
カ
ミ
ヤ

新

大
垣
市
本
今
四
丁
目

二
六
―
一

旧

大
垣
市
高
橋
町
一
―

一
七

平
成
二
四
・
一
一
・

一

株
式
会
社
ワ
カ
ミ
ヤ
商
会

新

大
垣
市
本
今
四
丁
目

二
六
―
一

旧

大
垣
市
高
橋
町
一
―

一
七

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

ア
シ
ス
ト
ケ
ア

ワ
カ
ミ
ヤ

新

大
垣
市
本
今
四
丁
目

二
六
―
一

旧

大
垣
市
高
橋
町
一
―

一
七

平
成
二
四
・
一
一
・

一

社
会
医
療
法
人

蘇
西
厚
生
会

羽
島
郡
笠
松
町
泉
町
一
一

番
地

訪
問
介
護

社
会
医
療
法
人

蘇
西
厚
生
会

ま
つ
な
み
訪
問
介
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

新

羽
島
郡
笠
松
町
田
代

一
八
五
―
一

旧

羽
島
郡
笠
松
町
泉
町

一
三
―
一

平
成
二
七
・

四
・

一

社
会
医
療
法
人

蘇
西
厚
生
会

羽
島
郡
笠
松
町
泉
町
一
一

番
地

介
護
予
防

訪
問
介
護

社
会
医
療
法
人

蘇
西
厚
生
会

ま
つ
な
み
訪
問
介
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

新

羽
島
郡
笠
松
町
田
代

一
八
五
―
一

旧

羽
島
郡
笠
松
町
泉
町

一
三
―
一

平
成
二
七
・

四
・

一

社
会
医
療
法
人

蘇
西
厚
生
会

新

羽
島
郡
笠
松
町
田
代

二
五
七
番
地
三

旧

羽
島
郡
笠
松
町
泉
町

一
一
番
地

訪
問
介
護

社
会
医
療
法
人

蘇
西
厚
生
会

ま
つ
な
み
訪
問
介
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
一
八

五
―
一

平
成
二
七
・

四
・

一

社
会
医
療
法
人

蘇
西
厚
生
会

新

羽
島
郡
笠
松
町
田
代

二
五
七
番
地
三

旧

羽
島
郡
笠
松
町
泉
町

一
一
番
地

介
護
予
防

訪
問
介
護

社
会
医
療
法
人

蘇
西
厚
生
会

ま
つ
な
み
訪
問
介
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
一
八

五
―
一

平
成
二
七
・

四
・

一



一
般
国
道

道
路
の
種
類

三
百
六
十

号 路
線
名

飛�
市
宮
川
町
巣
之
内
字
さ

が
り
三
一
三
番
一
地
先
地
内

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)
第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条

の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

氏

名

施
術
所
等
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地
又
は
施
術
者
の
住
所

指

定

年
月
日

白

木

一

広

マ
ッ
サ
ー
ジ
レ
イ
ス

治
療
院

瑞
穂
市
宮
田
三
五
六
―
二

平
成
��･��･�

岡

田

起

由

す
ず
ら
ん
鍼
灸
接
骨

院

土
岐
市
泉
森
下
町
一
―
三
一
―
三

同

岐
阜
県
告
示
第
五
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

廃

止

年

月

日

株
式
会
社
ハ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス

大
垣
市
矢
道
町
一
丁
目
二

三
番
地

短
期
入
所

生
活
介
護

ハ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
・
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ

養
老
郡
養
老
町
高
田
一
一

七
六
番
地

平
成
二
六
・

三
・
三
一

株
式
会
社
ハ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス

大
垣
市
矢
道
町
一
丁
目
二

三
番
地

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

ハ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
・
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ

養
老
郡
養
老
町
高
田
一
一

七
六
番
地

平
成
二
六
・

三
・
三
一



一
般
国
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

二
百
四
十

八
号

路
線
名

百
五
十
六

号 路
線
名

加
茂
郡
坂
祝
町
黒
岩
字
林
前

一
五
一
六
番
七
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

一
五
一
六
番
一
地
先
ま
で

区

間

郡
上
市
白
鳥
町
向
小
駄
良
字

小
十
連
七
六
三
番
八
地
先
か

ら同

市
同

町
同

字

内
田
七
六
七
番
一
〇
地
先
ま

で
区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

墨

俣

合

渡
線

岐

阜

路
線
名

区

間

岐
阜
市
大
字
早
田
字
北
堤
外

長
良
川
右
岸
堤
防
敷
地
先

(

一
九
〇
一
番
三
二)

か
ら

同

市
大
字
同

字
同

長
良
川
右
岸
堤
防
敷
地
先

(

一
九
〇
一
番
一
七)

ま
で

区

間

区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜�･� �･�〜�･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類 県

道

安

八

海

津
線

路
線
名

田
之
上

屋

井
線

海
津
市
平
田
町
脇
野
字
中
折

官
公
有
無
番
地
先(

四
六
四

番
四)

か
ら

同

市
海
津
町
福
岡
字
大
道

下
官
公
有
無
番
地
先(

一
三

一
二
番
二)

ま
で

区

間

本
巣
市
政
田
字
上
市
場
一
五

〇
六
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

字
溝
口
一
三
二

九
番
一
地
先
ま
で

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前��･�〜��･� �･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･��、���･� �、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･�
備

考

一
般
国
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

二
百
五
十

六
号

路
線
名

三
百
六
十

号 路
線
名

郡
上
市
和
良
町
安
郷
野
字
坊
ケ
サ

レ
四
七
九
番
四
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
首
野
一

六
番
一
地
先
ま
で

区

間

飛�
市
宮
川
町
巣
之
内
字
さ
が
り

三
一
三
番
一
地
先
地
内

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
県
告
示
第
五
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

美

濃

洞

戸
線

路
線
名

区

間

美
濃
市
大
字
長
瀬
字
上
幅
三
番
一

一
地
先
か
ら

同

市
大
字
片
知
字
上
八
野
三
三

七
番
三
地
先
ま
で

区

間

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･��･��平成��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

県
道

道
路
の
種
類 県

道

打

保

神

岡
線

停
車
場

路
線
名

長

森

各
務
原
線

飛�
市
神
岡
町
殿
字
保
木
戸
平
一

六
七
七
番
二
地
先
地
内

区

間

各
務
原
市
那
加
土
山
町
一
丁
目
八

三
番
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

一

一
二
番
地
先
ま
で���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�
平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�

平
成
��･��･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･�･��

岐
阜
県
告
示
第
五
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

打

保

神

岡
線

停
車
場

路
線
名

打

保

神

岡
線

停
車
場

路
線
名

飛�
市
神
岡
町
殿
字
保
木
戸
平
一

六
七
四
番
三
地
先
か
ら

同

市
同

町
同
字
同

一

六
七
〇
番
四
地
先
ま
で

区

間

飛�
市
神
岡
町
和
佐
保
字
大
鳩
ト

ヤ
一
〇
六
四
番
五
地
先
地
内

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･��･� 備

考

(
区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･��･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

打

保

神

岡
線

停
車
場

路
線
名

区

間

飛�
市
神
岡
町
和
佐
保
字
大
鳩
ト

ヤ
一
〇
六
四
番
五
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
西
平
一

〇
八
五
番
三
地
先
ま
で

区

間

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･��･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
県
告
示
第
六
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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乙

原

県
道

田
之
上

屋

井
線

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
二
号
ま
で
を
順
次
結

ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
十
二
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域(

次

の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
乙
原

字
薮

一
四
〇
番

一
号

一
五
八
番

二
号

字
大
洞

一
二
〇
番

三
号

字
小
累
岨
倉

九
八
番

四
号

字
横
ノ
尾

八
四
三
番
一

五
号

八
四
七
番
一

六
号

八
四
七
番
二

七
号

字
下
木
戸

五
番
一

八
号

字
塵
点

一
七
番
一

九
号

字
玄
岨
倉

七
〇
番

十
号

字
仲
屋
敷

二
六
五
番

十
一
号

字
北
坂

二
三
二
番

十
二
号

本
巣
市
政
田
字
上
市
場
一
五
〇
六

番
二
地
先
か
ら

同

市
同

字
溝
口
一
三
二
九
番

一
地
先
ま
で

���･�
平
成
��･�･�
平
成
��･�･�

正

金

地

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
三
号
ま
で
を
順
次
結

ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
十
三
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域(

次

の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

揖
斐
郡
揖
斐
川
町

春
日
小
宮
神
字
汁
タ
レ

九
〇
六
番
二

一
号

九
〇
六
番
六

二
号

春
日
香
六
字
六
ツ
所

七
七
六
番

三
号

七
七
三
番

四
号

春
日
香
六
字
正
金
地

七
二
〇
番
二

五
号
及
び
六
号

七
〇
七
番

七
号

六
九
五
番

八
号

六
九
六
番

九
号

七
〇
一
番

十
号

七
二
三
番
三

十
一
号

春
日
香
六
字
六
ツ
所

七
五
四
番
一

十
二
号

七
五
八
番

十
三
号

岐
阜
県
告
示
第
六
十
五
号

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

昭
和
五
十
六
年
岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

表
乙
原
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務

所
及
び
揖
斐
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
十
六
号

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

表
正
金
地
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務

所
及
び
揖
斐
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。
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タ
ジ
ミ
薬
局

シ
モ
ダ
薬
局
平
和
店

平
成
調
剤
薬
局
そ
は
ら
店

た
か
や
調
剤
薬
局

中
部
薬
品
関
み
な
み
薬
局

ア
イ
セ
イ
薬
局
滝
呂
店

名

称

社
会
医
療
法
人

厚
生
会
多
治
見

市
民
病
院

医
療
法
人
徳
洲

会
大
垣
徳
洲
会

病
院 名

称

多
治
見
市
前
畑
町
三
―

四
三

大
垣
市
林
町
六
―
八

五
―
一 所

在

地
多
治
見
市
広
小
路
二
―
三
八

多
治
見
市
平
和
町
七
―
七
六

各
務
原
市
蘇
原
青
雲
町
二
―
四
八

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
白
木
二
―
六
〇

関
市
神
明
町
三
―
六
―
一
七

多
治
見
市
滝
呂
町
一
二
―
一
四
八
―

八
五
一 所

在

地

整
形
外
科

脳
神
経
外
科

自
立
支
援
医

療
を
担
当
す

る
診
療
科
名

整
形
外
科

脳
神
経
外
科

担
当
し
よ
う

と
す
る
医
療

の
種
類

同 同 同 育
成
・
更
生

同 育
成
・
更
生

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 育
成
・

更
生

自
立
支

援
医
療

の
種
類

同 同 同 同 同 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

同 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
シ
ス
テ
ム
運
用
支
援
業
務
委
託
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
27年
11月
20日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
28年
１
月
６
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
港
区
赤
坂
１
―
11―
44
赤
坂
イ
ン
タ
ー
シ
テ
ィ

ア
ク
セ
ン
チ
ュ
ア
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
江
川
昌
史

６
落
札
金
額
318,582,720円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
務
部
情
報
企
画
課
情
報
シ
ス
テ
ム
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

岐
阜
県

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

岐
阜
県
共
有
空
間
デ
ー
タ
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
九
月
一
日
か
ら

同

二
十
八
年
一
月
十
五
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
県
内

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の

(

病
院
・
診
療
所)

(

薬
局)
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ま
る
み
は
な
の
木
薬
局

名

称

ひ
が
し
調
剤
薬
局

ま
る
み
は
な
の
木
薬
局

あ
お
ば
薬
局

中
津
川
市
淀
川
町
三
―
八
ア
ピ
タ
中

津
川
店
一
Ｆ

所

在

地

美
濃
加
茂
市
本
郷
町
九
―
一
八
―
四

七 中
津
川
市
淀
川
町
三
―
八
ア
ピ
タ
中

津
川
店
一
Ｆ

高
山
市
桐
生
町
四
―
二
六
七
―
三

育
成
・
更
生

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 同 同

平
成
��･��･� 変

更

年
月
日

同 同 同

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

○
岐
阜
県
教
科
学
習
ウ
ェ
ブ
シ
ス
テ
ム
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
調
達
業
務
の
仕
様
書
案
に
対
す
る
意

見
招
請
に
関
す
る
公
告

岐
阜
県
教
科
学
習
ウ
ェ
ブ
シ
ス
テ
ム
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
調
達
業
務
に
つ
い
て
仕
様
書
案
の
作
成
が

完
了
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
仕
様
書
案
に
対
す
る
意
見
を
招
請
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
役
務
の
名
称
及
び
数
量

岐
阜
県
教
科
学
習
ウ
ェ
ブ
シ
ス
テ
ム
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
調
達
業
務
一
式

２
意
見
の
提
出
方
法
等

�
提
出
期
限
平
成
28年
２
月
25日

(木
)
午
後
５
時
(郵
送
の
場
合
は
､
必
着
の
こ
と
｡)

�
提
出
先
〒
500－

8570
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
支
援
課
教
科
教
育
第
一
係

電
話
058-272-1111

(内
線
3679)

�
提
出
方
法
仕
様
書
案
と
と
も
に
交
付
す
る
意
見
招
請
説
明
書
に
よ
る
｡

３
仕
様
書
案
の
交
付
期
間
及
び
交
付
場
所

�
交
付
期
間
平
成
28年
２
月
５
日
(金
)
か
ら
平
成
28年
２
月
19日

(金
)
ま
で
の
毎
日
(県

の
機
関
の
休
日
を
除
く
｡)
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

�
交
付
場
所
２
の�
に
同
じ
｡

４
意
見
招
請
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

２
の�
に
同
じ
｡

５
Sum
m
ary

�
Subject

of
the
m
aterials

to
be
put
forw
ard
for
com
m
ent:

W
eb-based

training
system

through
cloud

com
puting

services
for

prim
ary
school

pupils
in
G
ifu
Prefecture

�
D
ate
and

tim
e
for
the
distribution

of
m
aterials

for
com
m
ent:

Every
day

from
9:00

a.m
.
to
5:00

p.m
.
from

5
February

2016
through

19

February
2016

(excluding
w
eekends

and
national

holidays)

�
D
eadline

for
the
subm

ission
of
am
endm

ents
and

additions
to
the

m
aterials

for
com
m
ent:

5:00
p.m
.,
25
February

2016

(Am
endm

ents
and

additions
subm

itted
by
m
ail
m
ust
be
received

by
5:00

p.m
.,
25
February

2016.)

�
For

further
inform

ation,
please

contact:

First
C
urriculum

Research
and

D
evelopm

ent
Section,

School
Support

D
ivision,

B
oard

of
Education,

G
ifu
Prefectural

G
overnm

ent

2-1-1
Yabuta-m

inam
i,
G
ifu
C
ity,
G
ifu
Prefecture,

500-8570

Tel:
058-272-1111

Ext.
3679
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